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告 示

北海道告示第135号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
　その関係書類は、平成25年３月６日から20日間、一般の縦覧に供する。
　　平成25年３月５日

北海道知事　高　橋　はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
恵 岱 別 経営体育成基盤整備［面的集積型］（農業用用排水施設、客土、暗渠

きよ

排水、区画整理） 北海道空知総合振興局
幌加内北 中山間地域総合整備（農業用用排水施設、農業用道路、区画整理、暗渠排水、農用地改良保全） 北海道上川総合振興局

北海道告示第136号
　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
　　平成25年３月５日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　解除に係る保安林の所在場所　 　積丹郡積丹町大字婦美町719の１（次の図に示す部分

に限る。）
２　保安林として指定された目的　　風害の防備
３　解 除 の 理 由　　指定理由の消滅
　（「次の図」は、省略し、その図面を北海道後志総合振興局産業振興部林務課及び積丹町
役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第137号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
　　平成25年３月５日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　指定施業要件変更予定保安林　　岩内郡共和町（次の図に示す部分に限る。）
　　の所在場所
２　保安林として指定された目的　　水源の涵

かん

養
３　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志総合振
興局産業振興部林務課及び共和町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第138号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道上川総合振興局旭川建設管理部に
備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
　　平成25年３月５日

北海道知事　高　橋　はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道　比布愛別停車場線 上川郡愛別町字金富1606番１地先から 平成25. 3. 5

同郡愛別町字本町263番地先まで


